
 
　広島県では、海域の自然環境を良好に維持していくため、できるだけ多くの人に海に対す

る関心と興味、愛着を持っていただきたいと願っています。また、環境を維持し、保全してい

く取り組みに参加していただきたいと願っています。 
このため、県では、県内の海浜で、清掃・美化活動や海岸・干潟生物調査などの環境保全

活動を行う団体を「せとうち海援隊」として認定し、関係市町と協力して団体の活動を支援し

ます。 
「せとうち海援隊」については、広島県環境県民局ホームページ「エコひろしま」 
（　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/ ）でも紹介しています。  
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 事業に関するお問合せ先　　　 
　　　　　　　　                   　　　     広島県環境県民局　環境保全課 
　　　　　　　                      　　　 　　ＴＥＬ　：（082）513-2926 
　　　　　　　                       　　　　　ＦＡＸ　：（082）227-4815 
　　　　　　　　                      　　　  e-mail ：kanhozen@pref.hiroshima.jp 
　　　　　　　　　　　　　 

  広島県せとうち海援隊支援事業 

事業の概要 
○ 海浜における環境保全活動（① 海浜清掃・美化、② 海岸・干潟生物調査（生物調査マ
ニュアルを活用）、③ 両方を実施する団体等を「せとうち海援隊」として認定 

○ 認定団体の活動に対し、① 傷害・賠償保険への加入、② 活動団体等を表す海援隊　　 　
旗の作成、③活動状況のＰＲ等、　により支援 

事業の仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　※他の保険の適用を受ける団体は除きます。 

令和６年度認定団体数地域別内訳（R７.1月現在　４０団体） 
 地　域　名 団　　体　　数
 広島 １６
 呉 １２
 東広島 　３
 尾三 　５
 福山 　４

 
せとうち海援隊 
（住民団体、企業）

関係市町 
（広島市を除く）

県

○　担当する海浜の清掃・美化や海岸・             
干潟生物調査を実施 

○　活動状況、調査結果等を県に報告

○　回収したごみの処分等に協力 
○　県と連携し、プログラムをバックアップ

○　せとうち海援隊の認定 
○　活動に必要な資材の提供 
○　傷害保険・賠償保険への加入※や 

 海援隊旗作成などの支援措置を 
 実施 

○　活動状況のＰＲ 
○　生物調査の結果の集計・公表等

 
連　携

みなさんの活動を 
応援します


